
○
総
務
省
告
示
第
六
百
二
十
六
号 

 
 
 

市
町
村
の
廃
置
分
合 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第 

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
村
上
市
、
岩
船
郡
荒
川
町
、 

同
郡
神
林
村
、
同
郡
朝
日
村
及
び
同
郡
山
北
町
を
廃
し
、 

そ
の
区
域
を
も
っ
て
村
上
市
を
設
置
す
る
旨
、
新
潟
県
知 

事
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
基 

づ
き
、
告
示
す
る
。 

 

右
の
処
分
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
そ
の
効
力 

を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

平
成
十
九
年
十
一
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総
務
大
臣 

増
田 

寛
也 


